
2. 戦後日本の指導行政制度とそC()問題点(1) 

小松郁夫

はじめ K

わが留に公教育制度が成立してから、すて~(I[一世紀が過ぎた。それに伴う教育行政も、公教育

としての内容の確保にあたっては、様々の試行錯誤をくり返してきた経験を有しているO 本稿で

は、子どもの学習の質を、公教育としてし、かに保障していくべきかという視点から、戦後日本の

教育行政がなしてきた、 rt旨導助言行政jの掃Ij度的な形成過程を遡及してL、く。

もとより、戦後のわが国の教育行政は、指導・助言・援助等の非権力的作用を中心的機能とす

る「指導行政」をその基本原則として出発しずこ。その契機となったのは、後κも触れるように、

戦前の命令・監督的な視学制度や「指揮監督行政J(1[対する厳しい反省であフた。その批判のう

えに構想された行政機構が、教育委員会制度であり、委員会の教育活動に関する指導助言活動を

担う職務としておかれたのが、指導主事であった。

その後 19 4 8年に出された「教育委員会法jは 19 5 6年「地万教育行政の組織及び運営陀

関する法律jの立法化陀よって廃止され、教育委員会や指導主撃をめぐる性格も、大きく変化し

たとされるO 本稿の呂的はそれらの過程を再度検討し、今日のわが国の教育行政、とりわけ指導

行政の現状と問題点の内実在分析していくこと κあるO

1.戦前の反省と文部省のあり方

(1 ) 戦前の反省

戦後の教育制度は、:学校体系と教育行政制度の函で、大きな転換をとげた。学校体系はL、わゆ

る単線型となり、教育の機会均等の保障と Lづ面で、大きな前進を示したと言えるだろう。他方

教育行政制度の改革では、教育委員会の誕生をあげねばならな L、。

学校体系においても、戦前の複線型学校体系K対する反省、を基礎κ改革が断行されたが、教育

行政制度比関しても同様の見方が可能であるO

すなわち、富国強兵政策の上陀立つ「帝国日本」の教育は、国民統詰Ijと安価で強靭な労働力養

成を第一の目的として、教育行政が内務行政と混然一体、いやむしろ内務行政の一環として位置

づけられ、統制されてきたo まさ陀「実質的托は文部行政と名づくべきものは存在しないJ(1)状

態であった。

ところが、戦後まもなくの文部省をみてみると、 L、くつかの顕著な対比が可能となる。 (1)文部

行政の内務行政からの独立、 (2)法的権限が、指揮監督権から指導助言権へ、権限の行使の法律主
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議、 (3)内務官僚の後退と専門家の進出、 (4)01 Eによる「間接統治jの出先機関化、 (5)文部省の

批判、改組等の論議が一般に広くなされた0(2)

また、 19 4 6年 12月 27自に出された教育刷新委員会の第一回建議においても、 「従来の

官僚的画一主義と形式主義との是正Jや f教育の自主性の確保と教育行政の地方分権」等の新し

い方向性が提示され、文部省自身の資料においても、教育の自主性の確保、教育行政機構と一般

行政機構の切断よ磁一教育の打破、などが言われていたが、それらの基本的枠組みを示したのは

何といっても第一次アメリカ教育使節団報告書であった0(3)以下同報告書にみられる改革構想を

みていくこと托する。

(2) 第一次アメリカ教育使節団報告書

この報告書は、 1946年 5月31臼K出されたもので、 「戦後の教育改革の全面的構図を引

いたものJ(4) (宗像誠也)であったo第一章「日本の教育の目的及び内容Jから「国語の改革J

f初等及び中等学校の教育行政Jr教授法と教師養成教育Jr成人教育Jr高等教育Jの六つの

主主K及んでいるO

j亨論Vておいて同報告書はこう述べているo r教師の最善の能力は、自由の空気の中κお~いての

み十分に現わされる。この空気をつくり出すことが行政官の仕事なのであって、その反対の空気

をつくることではなL、。 J

更に第一章「日本の教育の目的及び内容Jにおいて、日本の教育制度は「規定、教科書、試験、

視察等によョて、教師が職業上の自由を活用する機会を少くした。どの程度κ標準化並びvc函ー

が確保されるかということが、能率の尺度であったjと説いている。

また教育仔政当局i成員は、 r教育及び教授に関して、専門的な訓練若しくは経験をほとんど持

ってし、な¥".1ので、 「その結果は、社会の各層にひそんでいる、多くの才幹と能力の一大貯蔵所

を、ギセイに供してしまったJと指概している。

教青の目的を述べている笛所では、 「中央官庁は教授の内容や万法、または教科書を規定すべ

きではなしこの領域Vておげるその活動を概要書、参考書、教授指導書等の出版K限定すべき J

ゐり、 「教師がその専門の仕事に対して適当に準備ができさえすれば、教授の内容と方法を、 1重

々な環境にある彼等の生徒の必要と能力並びに彼等が将来参加すA き社会に適応せしめる ζ とは、

教師の自由民委せらるべきである。」としている。従って、カリキュラムや学科謀程を形成する

際の、文部省の役割は、先ず第ーに「教育の;過程が最も良く実施されうるような状態、を、作り出

す」ことであり、 「それは指導と束!Jw，と激励の機能を行うべきである。 Jとしている。カリキュ

ラムと学科謀程は、中央官庁と教師の「協力行動の結果Jとして生ずるものであって、独占的陀

行政当局が規制jしたことへの厳しい批判を述べている。従って教科書Jの作成・選定にも教師の参

加が不可欠なのであって、そのための準備も十分陀保障すべきであるとしているO

第三章[初等及び中等学校の教育行政Jvcおし、ては、上記の教育を支える行政組織ιついて次

のよう κ構想している。

「第ーに、教授、教授監督、または行政花関して学校と交渉宅どもつj段員は、教育者たる K十分

の資格をもたなくてはならぬJこと、 「第二に教育言tu函の管轄を現在よりもっと分散させなくて
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はならぬ。全機構の一定の段階において、権力と責任の縦の線を、明確κ切断しなければなら判

としているO

文部省の権限としては、その行政的管埋権を削減すること、を提案し、これは「カリキュラム

教授法、教材及び人事花関する多くの現存の管理権を、都道府県及び地方的学校行政単位花、移

管ぜらるべきことを意味する。従来は、視学官制度によって学校の統制が強制された、この制度

度は廃止すべきである。その代り花、統治的または行政的権力をもたぬ、感激と指導を供与する、

相談役と有能なる専門的助言者の制度を設けなくてはならぬ。文部省の機能を内務省から絶縁す

べきであるo Jと勧告している。

上記のことから、都道府県及び地方的下部行政区画(市町村)の権限は、極めて重要なものと

されているO とりわけ都市その他の地方的下部行政区画の地万学校制度の部長は、その任務のー

っとして、 「学校κおける教授の監督と学科課程の進展及び教科の選択について校長や教師K対

する援助Jが提言されている。

以上、戦後教育改革の中核として多くの影響を及ぼしてきた、第一次使節団報告書の内容を、

本稿の呂的花関する限りにおいて要約してきたが、ここで問題とされていた諸点や提言が、日本

κおける改革作業の中でどのよう κ現実化していったのか、あるいはどのよう K日本的に再考さ

れて制度化がなされたのかを次κ問題にしていきたし、0(5)

(司文部省の改組

ここではまず、教育行政の中央官庁である文部省の改編をみておく。

先の使節団報告書は、 「文部省は、日本の精神界を支配した人々の、権力の中心であヮたj

(第三章)と述べ、戦後まもなくの時期κおいては、文部省の批判・改組論から、廃止論K至る

まで、そのあり方がかなり厳しく関われたのであった。人的κも、いわゆる「学者文相Jや「講

壇派」の人間が中枢を示め「各種の学校κ対し技術的援助及び専門的な助言を与えるJ機関とし

て、その重姿な機能を担おうとしていた、と考えられるO

やがて新しい文部省は、 1 9 4 9年 5月31自の文部省設置法によって、大臣官房、初等中等

教育局、大学学術局、社会教育局、調査普及局、管理局〔教育施設苦1)を含む)とじて発足し.た。

そこでは、学校教育局が予上記のよう κ大学と初等中等教育ι二分され、教科書局が廃止された。

教科書の検定は、編集指導を初等中等教育局が、発行関係は調査普及局、検定事務は管理局K配

分されたが、のちκ初等中等教育局(fC一元化される (1952年 8月)0 (6) 

この機構改革の自的は、新しい教育行政制度の発是Vとともなって、文部省の機構を簡素化する

ことであり、教育・学術・文化のあらゆる部恒(fCr専門的・技術的な指導、助言および援助Jを

与えることがおもな機能となったのであるo いわばサービス機関としての性格を強く打ち出し、

基本的権限は教育委員会民委ねたと理解しうるような改革であった。

1 9 5 0年少月 l疋出された第二次アメリカ教育使節毘報告書に先立って、文部省は「日本にお

ける教育改革の進展jと癒した報告書を提出し、その中Kおいて次のよう κ述べている0(7)

(1 9 5 0年 8月)

すなわちこの報告蓄の第八章 f教育行政の改革Jの五、文部省の改組K触れた箇所でイ 仁新し
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く文部省の基本的任務Jとされたのは、 i (1) 従来の中央集権的統制機関から教育の地方分権の

大原良IHて従って指導‘援助機関K移行したこと。 (2) 民主教育の体系を確立するための最底基準ー

の設定または教育・学術・文化の向上普及κ必要な基準の設定を立案すること。 (3) 教育・学術・

文化の調査統計を重視し、全国Kその資料の別用を提供すること。 (4) 日本の教育‘学術・文化

の向上の過渡的段階Uておいて必要な財政的または資料入手上の援助K力を注ぐこと。 Jとしてい

る。従って既述したような、 f専門的技術的指導助言を与える部局と、行政的管理権を行使する

部局は分離すること(たとえば、管理局の新設)Jや「教育学術文化行政の対象κRIJ応するよう

に一元的に編成することを原則とすること(たとえば、教科書局・体育局を解消して初等中等教

育局を設けたことo) jなどの方針が採用されたと述べている0(8)

またこの報告書は、上記のことを述べた部分の最後で、文部省と厚生省の統合論を批判して、

次のように主張しているo r文部行政と厚生行政とはその性格において前者が指導助成的である

のに対して、後者は監督自勺であるとしづ根本的差異があるO この差具を無視して、しいて統合し

ようとすることは、新しく転換した文部行政を!日κ逆転させるおそれがあるばかりでなく、行政

の非能率をもきたすおそれがあると思われるo J 

このよう托して、戦後まもなくの文部省の改組をみてくると、持か』て「教育・学術、文化のあ

らゆる面fについて指導助言を与え、またこれを助長育成する機関たらしめる J(少)意図がうかがえ

るのであるO

(4) 文部省の機構改革 (1 9 5 2年)

しかしながらこの機構改革<b， 1 9 5 2年 7月の文部省設援法一部改正によって、 「自主独立

後の新事手刊]マぞき?」(1G汗そ?ぞ?γでたoその理由として、当時の文部省総務課長相良惟

一氏は「文部省の棒銀、色責任との間の不均衡Ji教育委員会制にみられる地方分権主義の、実情

托却さない行きすぎを是正Jr文部省自体がもはや権限行使を主たる機能とする行政機関ではな

い今日、ギーに権限行使を抑制することを目的とする『チェック z アンドェバランスjの方式を依

然として1'eJ執することはあまり Kも無意味であるO そればかりか、かえってこの方式の弊害面で

ある、行政の一元化をはばむとか、または責任の所在を不明確にすること、あるいは政令ニ塗K

でるといったようなマイナス函がつよく招来されるおそれがある 」 と述べている。o .J (11) 

同年 7月 31臼K公布され、 8月1白から施行されたこの法律によって、 「文部省の任務Jは

「学夜教育、社会教育、学術及び文化の振興及び普及を図ること j と非常任一般的な規定記なり、

「文部省の権限jとして指導・助言の対象範囲が拡大強化されていった。

具体的な例としては、 「文部省の権限J (第五条)の第一項の各号が次のように差異を示して

いるo 112 広く利用促供する適当な記録を整備する ζ とJが削除され、 r1 2 教育、学術及

び文化の援呉κ関し、調査し、及び企画すること。 Jが追加されたOまた f19 地万公共図体及

び教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関托対し、教育、学術、文化及び宗教花

関する行政の組織及。:運営について指導、劫言及び勧告を与えることo Jが追加されると同時十て、

改正前の文部省設設法では 123 教育委員会、大学、研究機関その他教育に関する機関氏、報告

書その他資料を提出させ、収集するための手続及び方式の基準を設定することo Jが、 r31 教
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育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機i苛及び大学K対し、 資手;等の長向3ど

求めること。 Jと明確にその機能を変化させている。

また、初等中等教育局の事務 C第八条〉托おいても、肉質の主主、辺をもって改正がなされた。そ

の主なものを掲げておく。

(1日法 1 9 4 9年 5月 〕

第八条 初等中等教青局においては、初等教育、中等教育及び特殊教育κ関し、左の事務をつか

さどる。

一 初等教育、中等教育及び特殊教育児関する法令案を作成することO

二 法律K よる最低基準に基く教育計碕を推進助長し、且つ、その最低基準を越える初等教育、

中等教育及び特殊教育の推進を指導することO

五左のような万法K よって、学校管理、学校の施設、教育課程、特別教育活動、生徒指導、教

授法その他初等教育、中等教育及び特殊教育のあらゆる面について、教育職員その他の関係者に

対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。

イ 手引書、指導書、会報、パンフレット、その他の専門的出版物を作成し、及び利用κ供す

ることO

ロ 初等教育、中等教育及び特殊教育児関係のある教育職員の訓練のための全国的、地域的又

はその他の研究集会、講習会、会議その他の催しを主催し、又はそれに参加すること。

初等教育、中等教育及び特殊教育のあらゆる面Kついて、救育委員会そのJ他の機関の求め

κ応、じ、直接専門的、技術的な指導と助言を与えることO

六 初等教育、中等教育及び特掛殊、教育l花'[関する基礎自的ヲ調歪研究を行

校ι関する諸問題にi適菌用することんぺ:牟ついての情報を提供すること O

七 初等教育、中等教育及び特殊教育児関する統計調査を行い、必要な資料そ収集し、解釈し、

及びこれらの結果を利用に供し、又はそれら κ関し、指導し、若しくは協力すること。

八 教材教具等の解説自録を作成し、及びそれを利用κ供することO

〔改正法 195 2年 7月〕

第八条初等中等教育局 Vておいては、左の事務をつかさどるO

一地方教育行政に関する制度Kついて企画e し、並びに地方教育行政の組織及び一般的運営K関

し、指本助言及び勧告を与えること。

五 初等教育、中等教育及びL師長教育の振興{屯関し、企画し、及び援助と助言を与えること。

七初等中等教育の基準の設定K関すること O

十一 初等中等教育児関する教材、教具等の解説目録及び教材κ関する資料を作成し、及び利用

K供することO

十三左のような万法K よって、学校管理、教育謀程、学習指導法、生徒指導その他初等中等教

育のあらゆる面について、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与え

ること。

イ oまぽ同じ)
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ロ fほぼ同じ〉

ハが削除されているO

十四 初等中等教育用教科書の発行の指示等初等中等教育児おいて用いる教科用図書その他の教

授上用いられる図書の発行に関すること。(なお教科書に関する部局の変更は既κ述べた通りで

ある)

以上、やや長き κ渡って引用してきたが、このように見てくるだけで七、文部省の権限が明確

花、しかも強化する方向で改正がなされてきたことは、疑いえない事実であるO

i司法の付員Ij六項においても、 「初等中等教育局医おいては、当分の問、学習指導要領を作成す

るものとする。但し、教育委員会κおいて、学習指導要領を作成することを妨げるものではなLづ

の但警が、この改正では削除する旨規定されている。すなわち、やがては教育委員会がなすべき

ものと考えられていた学習指導要領の作成が、文部省だけのものκ変えられたのであるo r当分

り間jという限定は、今日においてもなお当分の問であるからして、実質約には盟有の権限で、あ

るかのよう氏なっている。これは明白K地方分権化と L、う戦後の改革精神の否定であって、文部

省の教育内容に関与する権限が強化したことを表わしているO

更にその後、教科書検定権が文部大臣にあること(r学校教育法J2 1条 1:r頁の改正〉、それ

ゆえ都道府県教育委員会および知事の検定権が削除 (r教育委員会法J5 0条但書2号、 「私立

学校法 I7条の改正)などの変化が 19 5 3年にみられ、教育内容への文部省の関与はいよいよ

1jBi力なものとなっていった。

一時期、その廃止ロ命さえ出された文部省が戦後の公教育の展胡κおいて果した役割は、限られ

た紙幅の中ではとうてい解明しきれなL、ほど大きなものであり、ひろく「国民J形成と「優秀な

労働力の育成j という点で、戦後日本の発展に寄与してきたことは'、否定しえない事実のように

思える。しかしながら戦後 30年を経た現在、そのプロセスや万戸JVC新たな分析課題を設定する

ことは、極めて霊長な点であるO なぜなら、現実児教再活動を営む多くの教師たちとの両氏、'it!1J

り知れないほど深い祷と芥信l惑を形成してしまったからι他ならなL、。

勿論、問題がすべて行政当局κ存する、ときめつけるのは正維な検討の仕方ではなL、。致姉た

ち自身の::1::1vcも、いつのまにか文部省K よる教育の「基準化Jの提示を求める、ないしは容認す

る姿勢があったのではなかったか。 特花、高度化した教育内容を、しかも系統的な学技術j度の中

でプログラム化することは、決して教育的情熱のみでは完成しえない問題であるO そうしたとき、

教i郊の側にそれを十分K保障しうる体制が準備されていただろうか。また、協力すべき研究者た

ちの成果が、他者を納得させられるような論j浬性を有し-c¥， 、ただろうか。批判する側においても、

厳しい自己批判jが不可欠であるO

公教育として、その質の保障をいかにしていくのか、また、いか托して絶えず向上してし、くの

かと Lづ組織的体制jの構想!は、本来ならばまず、教師自身の組織の中から生まれてこなくてはな

らな L、。しかしなが 3ら銭念にも戦後まもなL、教師たち(あるいは今日においてもそう‘した面がみ

られるが・・・・・うの多くは行政当局への要求から、と L、う連鎖しか展開しえなかったよう K思う。

ffi;かに当時は、教育の質よりも巨大任なった量を L、かK硲保していくのかが問題であって、そ
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のための施設、設備、予算等の面であまり Kも劣悪であった。そうした中て¥新しい日本の未来

陀ふさわしい機関として構想されたのが、教育委員会制度であった。以下の紙面で、私は公教育

の質の保障Vととって、教育;委員会制度がどうであったのか、を考えていきたし、。

正教育委員会制度と指導主事

(1 ) 手応学制度の反省と新たな構想、

戦前の学校を統制し、教師の自由な研究や教育活動を阻害してきたのが視学制度であったこと

は、多くの人の指摘するところである。全日本教員組合行動綱領案(1 945年 12月)、日本教

育労働組合行動綱領 (46年 6月)、教育民主化協議会行動綱領(4 7年 1月〉などは視学制度の

廃止を主張し、既述したよう託、第一次アメリカ教育使節団報告書の中でも、その制度の廃止を

要求しているO

このような劫きに対して文部省は、 1 9 4 7年 10月、 「従来の祝学制度の反省と改正要点J

(文部省学校教育局庶務謀)κ まとめて発表しているO

まず従来の視学制度{Iてあっては、視学の資格、選任、 i按分、待選、研修等κついて明確な法的

規定がなかった。その職務は教育指導、人事其の他の事務が重複しておったので教育の笑際指導

κ十分の力を入れることが出来なかった。人事(任免、異動)に関与するところが多くあったの

で教員から殺しまれるよりも恐れられた存在であった。定員が少し其の上事務が繁忙に過ぎた

ため指導に不十分であったし研究κも不用意であった。実際の指導托当っても常識的で教員から

尊敬を受け待る学究的な視学は少なかった。待遇が低くしばしば減俸して就任することすらあっ

たので職務κ安んずることも少なかった。視学の活動κ必要な予算が伴わぬ(研究諸計甑、出張

等)ため十分な成果があがらなかった。

文部省は視学制度の欠陥をこう反省したよ:で、次のような改正を考慮していた。

地万教育の常時の視学制度を確立するO 新教育の徴底の上からも教員の現場教育を強化するた

め視学制度を整備する必要がある。従来の重複事務のうち人事事務と教科事務とを切離し、人事

は月Ijな機関託委ね、教科の指導助言は専ら指導主事(この職名は当時まだ未硲定のものであった)

がこれを行い従来の弊を矯める。指導者の笈を高めるため相応の資格を規定すると共κ定員の大

巾増員をするO 一年間を通じ教員の指導日数の最低を定め指導助言の徴底を期する。地方ι於け

る最も高い教育指導者としての織介を果しうるため待遇を高め有能者が安んじて仕事陀没頭し得

られるようにすること。地方教育委員会の法律花関連して新しい視学制度を規定し就中地位(身

分)系統、戦介、責任等を明らかに定めるO

ここで指摘されているようなことは、やがて教育委員会法の中心的精神に生かされていくが、

今日 Kおいてもな，お不十分な面をみる Kつけ、制度の進歩の鈍さκ驚かざるをえなL、。果してそ

の阻害原因はやすであろうか。

ところで、法の制定に至るまで文部省としても過渡的手段を考えねばならなかった。そこで出

されたのが、同年 11月5自作見学の教育活動花関する件J (文部省学校教育局長より各都道府
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県知事κあてた通達.)であるo そこでは、視学(f補導主事(仮称)と新しく性格dけちれた視

学)は、 「新しい教育の原理並κその内容方法κっき、管下各学校教職員より一層広く五づ深く

通暁し、これによって各学校職員の相談相手として、その教育活動を進歩せしめ、各教員を援助

するo Jことや、 「視学の学校視察並K調査は取りあえず、管下学校の最も勝れていると思われ

る点を発見し、これを他校に伝達、公表することに努めることO 叉学校視察に当ヮては、友崎的、

援助的態度をとり、従来往々見かけた如く学校や教員の否定的批判jを行うことはやめること。 J

などが指示されているO

このよう Kみてくると、戦前の視学κ対して構想された「指導主事Jr補導主事j とは、端的

陀いって、「恐れられる存在から、親しまれる存在Ji相談相手Jといった性格をもった職務とし

て措かれていた、とみられる。昨今

第一次アメリカ教育使節団報告書が指摘した如く、 「統治的または行政的権力をもたぬ、感激

と指導を与える、相談役と有能なる専門的助言者の制度Jを設け、 「視学官は教師達の指導者で

あり助言者であると見る、近代的な考え方に合うよう白陀、その職能の性格が変えられなくてはな

らぬJと反省がなされたのであった。

次に指導主事と、、う存在任法的根拠を与え、戦後教育行政改革の根幹となった、教育委員会法

に触れていきた¥，、。

(2) 教育委員会法の成立

戦後の教脊行政改革が示した基本原則氏ついて、論者κよって若干差異がみられるが、一般K

次の三点に要約されて心る。 その第一は「教育行政の民主化の原理jあるいは教育行政の民衆
白3)

統制と専門的指導性、である 爪選詩11移育2派員会の誕生児みられる、地域住民の教育意思の尊。行どり.，1-)..)dI!JI) ちて(

重がその例であり、教育行政機関においても、教育専門家の存在とその指導性を強く打ち出して

いることからも、我々は戦後の改革の中心点として把握できるだろう。第二は、 「教育行政の地

万分イ在化の原理」であるO すなわち、!既 tてみてきた通り文部省のサービス機関化とそれに伴う地

方への;権浪移譲がこれの具体例であるO 第三は、 「教育の自主性確保の原理Jでるいは教育行政

の一般行政からの独立、である。以下では、教育委員会法とそこ陀おける指導行政のあり方をめ

ぐる規定に焦点をあてて記すことにするO

教育委員会制度についてば、教育刷新委員会を中心花、緊急、の課題として多くの労力が費やさ

れた。それらの詳細な過程Kついて論述する余裕はないのだが、例えば田中耕太郎氏の提言など

については、今日 κおいても、なお重要な論lとしてしばしば論及されてきた。できれば別の機会

K立法化をめぐる動きとして論及してみたいと思う。

ところで法案は、 19 4 8年 7月5日の会期終了日に成立した。同法はその提案理由花も明ら

かなよう医、教育刷新委員会、アメ 1):カ教育使節団報告書、教育基本法の趣旨を基底において作

成された。そのことを森戸辰男文相が次のよう κ述べている。 r教育基本決位、教育憲法あるい

は教育宣言とも申すべき性格を有する法律でありますので、教育行政改革の方針は、前述の規定

(教育基本法第十条)に基きまして、その方向づけがなされたものと考えられますO'J史K地方

教育行政改革の根本方針としては、教育基本法に宣言された教育の自的を達成するために、 「行
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政が民主主義寸投の原埋の下陀立つ在 η方としては、権限の地方分権を行¥，'"その行政は公正な

民意に却するものとし、同時に制度的K も、機能的κも、教青〆の自主命Ijを確保するものでなけれ

ばならないのでありますo Jそしてそこで意図された三つの眼目とどして(1)教育行政の地方介権、

(2)教育委員の一般公選、日)教育委員会は独立の機関である、ことか述べられた。特VC(1)の地方分

権κ関し、 f従来国が教育内容の細部にわたるまで規定し、かっこれを監督していた態度を改め

まして、教育の基本的事項のみを定めて、これが実際上の具体的運営は、これら委員会の手任委

ねることとしたのであ勾ますo Jと説明している
o (1~り

この法律の白的Vてついて、同法第一条は「この法律は、教育が不当な支配Vて服することなく、

国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきであるという自覚のもとに、公正な民意Kよし

地方の実1背任却した教育行政を行うため花、教育委員会を設け、教育本来の目的を達成ミす，ること

を呂的とするo J 

ここでいう「不当な支配jをめぐって、いくつかの論議が展開されたが、それに触れて森戸文

相は、中央集権的な文部行政官僚、軍部、内務官僚等の例をあげ、戦前、戦中のようなことのな

いよう、教育の自主性確保のためKこの規定がある旨、議会で説明している 「不当か不当で旬。
ないかjの判断は、教育そのものの価値判断に関連するだけκ、容易K断定しがたL、が、反臣、

教育も社会的事象であることからして、政治と断絶し吃存在することはありえなし、。

次κ教育委員会事務局の職員十て関する規定をみてみよう。!司法四十五条「都道府県委員会の事

務局κ、指導主事、教科用図書の検定又は採択、教科内容及びその取扱、建築その他必要な事項

κ関する専門職員並びUてその他必要な事務職員を置くo J四十六条 f指導主事は、教員{lCWJきと

指導を与える。信し、命令及び監督をしてはならなL、o J四十七条 f教科用図書の検定又は採択、

教科内容及びその取扱、その他特殊な事項陀関する専門職員Vζは、教員をもって、これに充てる

ことができる。但し、その期間中は、教員の職務を行わなL、ことができるo J 

また、教青委員会の事務として第四十九条 f教育委員会は左の事務を行う。但し、この場合κ

おいて教育長κ対し、助言と推薦を求めることができる。・・…...・二、学校その他の教育機関の運

営及び管理花関することO 三、教科内容及びその取扱花関すること。四、教科用図書の採択花関

すること。……九、教具その他の設備の整備計画κ関することo (以下 略)J 

教育内容に関わることを以上かいつまんで引用してきたが、教育委員会そのものの法的性格を

簡単十てまとめると次の四点になるだろうo r教膏委員会は、地方公共団体の一機関であるoJr教
育委員会は、公立学校の行政機関であるoJ i教育委員会は、公選の委員からなる機関であるoJ

「教育委員会は、合議寄りの行政磯関である 止 教育委員会は、権かにアメリカ Kおける制度を。そi乃
参考陀して発足した。しかしながら、戦前の制度に対する反省、や、法律をめぐる立法化の過程を

みていくならば、必ずしも無国籍的で日本氏不適応、なものだったとは断定できなL、ょう K思う。

現在の教育委員会が、当初の意図K反して大きくその性格を変えていった原思は、制度そのもの

の欠陥よ勺も、政治的な背景がよめ大きい影を落しているよう κ思う。

(2) 指導主挙と指導行政

教育委員会法における指導主撃の職務は、第四十六条「指導主挙は、教員に助言と指導を与え
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るO 但し、命令及び監督をしてはならなし、o Jとされた。この条項は、 19 5 0年の改立で F教

員jが f校長及び教員Jとな旬、その指導対象が拡大されたo r助言と指導jが、あくまでもそ

の対象κ規定されておこなわれるものであることを考えると、その内容は「教員jと「校長jの

戦務に規定されることは言うまでもなL、。 r校務を掌に所属職員を監督するo J校長と f児童

の教育を掌るo J教員とでは、その為すべきことも異なるがゆえ κ、 「助言と指導」もその活動

κ応じた形態や機能が不可欠である。

f助言と指導jは「助言という教育的技術によって、教員を指導するという結果をもたらす指

導主宰の機能を明示jしており、 「助言はあくまで助言であって、命令ではなL、。だから指導主

事の助言は、あくまでも示唆的性格のものであって、けっして命令的、強制的 Kなってはならな

いoJ抗争とされているo また校長に対する助言・指導は、一般の教員に対するものと質を異にし、

一学校の経営費任をもっ校長の管理的事項に対しては、一般的な行為Kとどめおかれ、特K人事

陀関することでは、直接的な助言・指導は慎むべきものとされていた。

指導主事Uてついては、教育長と同様、法の定める資格を必要としたが、それらの諸制度が十分

に定着するまえに、教育委員会法は改正され、 19 5 6年の「地方教育行政の組織及び運営花関

する法律Jをもって廃止されていったのであるO

指導主事κ指揮命令権がなかったよう U亡、教育委員会相互間にも、現在とは違った関係が存在

していた。同法五十五条「都道府県委員会は、地方委員会民対し、文部大臣は、都道府県;委員会

及び地方委員会に対し、各所轄区域の教育 K関する年報その他必要な報告書を提出させることが

できる。 2 法律κ別段の定がある場合の外、文部大臣は、都道府県委員会及び地方委員会κ対

し、都道府県委員会は、地方委員会に対して行政上及び運営上指揮監督をしてはならな L、o J 

戦後の教育行政改革は、言葉そのままの意味において H 指導行政"であったと言えるO その事

実を十年足らずの歴史の流れのなかで概観してきた。指導行政は、指導する側もされる{地も、教

える一一一教えられるとしづ単純な関係ではないところからはじまるO 確かに力量、識見、経験等

vておいて指導する者は優れているかもしれなL、。しかし両者を結びつける信頼感が欠けていては

有名無実κなるし有害無益で‘さえあるO 我々がこれまで指導行政κついて調査研究をして学んだ

ことは、今日の日本教育界κ一番欠けているものを確かK経験しえたことであるO 行政と学校‘

教師の間κ友好的κ刺激的なパートナーシァプの確立が一日も早く確立することを我々は強く望

おでいるO

私のこの小論は、現在教育行政をとり臨んでいる状況托まで到達しえなかったが、→悼の日本

教育行政学会、昨年の日本教育学会の共同発表と、本誌の他の人との論文とを参照していただけ

れば、多少は明らかになるであろうと思う。私自身はと ηあえず戦後の改革κ焦点をあてて書い

てみた。できれば次回は制度{旬、法的規定を前提托したうえで、諸々の動向κ触れたテーマで論

述したL、と忠、つ、ているO 今回はそのための威一歩であるO

注

(1 ) 阿部重孝「教育改革論J (岩波書j吉、 19 3J年) P 10 
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(2) 海後宗臣編「教育改革J (東大出版会 1975年 『戦後日本の教育改革』第一巻)P286

(3) 伊ケ崎暁生、吉原公一郎編・解説「米国教育使節団報告書J (現代史出版会 19 7 5年

『戦後教育の原典』②)を参照した。

(4) 宗像誠也「今日の時点でアメリカ教育使節団報告書をとりあげることの意義J (日教組、

1 9 6 0年 『米国教育使節団報告書(訳文)一連合国軍司令部K提出された-j所収)

(弓伊ケ崎暁生、吉原公一郎、前掲書の解説によれば、 o1 E (民間情報教育局)が編集し、

1タ46年 5月 11日{ζ発表された「日本の教育」ハンドブック K次のような内容があると

L、う。

「日本の因襲的な公立学校では、教授法は高度に標準化されている。アメリカ合衆閣の大

部分の伝統的な学校の特性を示す多様性はどこにもなL、。教師たちは、教材選択てψ比較的κ

自由がなく、その組織の決定 Kついても自由を持たなL、。彼等は与えられた期間にどれだけ

の教材を教えればよ L、かの概要を与えられているだけであるo J r校長と教師との関係もま

た日本の社会的政治的組織の封建的性格を反映しているO そのような制度のもとでは、教師

たちはその教育上の問題κついて校長と協働することは関縦である。教師たちは校長の命令

K無批判的に服従しなければならな L、。このような関係は個人の思考と創造性を抑圧してき

た。校長の仕事は、上級官庁の指示を説明することである。また校長たちは教師たちがすべ

て規則K従っているかを調べる監督官の役割をも果しているJ

このハンドブックが同月末に発表された報告書に影響を与えているだろうと Lづ予測は間違

っていないだろう。本文で触れられなかったが、重要な指揃なので記しておく。

なお同じ時期κ検討された日本側の文書として「米国教育使節団に協力すべき日本側教育委

員会の報告書Jがある。日本における教育関係者たちが、アメリカ側の来日 K先立って検討

していたものとして、重要な文書である。より詳細には、前掲書「米国教育使節団報告書:J

の中に一緒κ収められているO

伸 文部省「学期j百年史J (帝国地方行政学会 1 9 7 2年) P 801 

(7i伊ケ崎暁生、吉原公一郎編・解説 前掲書

(問海後宗臣編前掲書 P 300 参照、

またこの指導と管理の分離がL、わゆる「チェック・アンド・バランスJ方式であった。

(9) 1 9 4 9年 4月25日第五回国会衆議院内閣委員会における柏原政府委員の提築理由説明

。Q) 1 9 5 2年 5月 9日第十三回国会衆議院文教妥員会における今村忠助政府委員の提築理由

説明

円1)相良惟ー「文部省の新しい機法と機能Jr文部時報JJ 8 9 9号、 1 952年7月

(12)武田一郎「指導主事の職能J (学芸図書 1 9 5 2年) P 16参照

円3)市川紹午「救育行政の理論と構造J (教育開発研究所、 1975年) P 266 

円どり伊ケ崎暁生、吉原公一郎編・解説 前掲書所収「日本κおける教育改革の進展JP 236， 

237 

(15) !法律時報J1 9 7 2年 6月臨時増干Ijr憲法と教育jrJT収 rJを{法・故者生のおiJ定趣旨と国
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また第二四国会衆議院文教委員、会議録 19 4 8年 8月l'9日 参照

円。向上、 19 4 8年 6月21日 参照

nη 安藤嘉雄 f市町村教育委員会 その設置と運営J-(明治図書 1 952年) P16， 17 

(1 s>武田一 郎 前 掲 書 P 25 
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